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先物取引先物取引

「「 金金 （Ｇｏｌｄ）（Ｇｏｌｄ） 」」 をを 取引する取引する

一口に「金（一口に「金（GoldGold）を取引する」と言っても、さまざまな種類の取引がありますが、）を取引する」と言っても、さまざまな種類の取引がありますが、
ドットコモディティでは、「先物取引」、「商品ＣＦＤ」、「現物の購入」ができます。ドットコモディティでは、「先物取引」、「商品ＣＦＤ」、「現物の購入」ができます。

現物の購入現物の購入

ＣＦＤ取引ＣＦＤ取引

東京金東京金 ・・ 東京金ミニ東京金ミニ

NYNY金金 ・・ 金スポット金スポット



「「 金金 ＣＦＤ取引ＣＦＤ取引 」について」について その１その１

「金「金 ＣＦＤ取引」は、「ＮＹ金」・「スポット金」のＣＦＤ取引」は、「ＮＹ金」・「スポット金」の22種類あり、種類あり、
ＮＹ金は「先物（ＮＹ金は「先物（COMEXCOMEX）」、スポットは「現物」を原資産としています。）」、スポットは「現物」を原資産としています。

※※原資産・・・「原資産・・・「CFDCFD取引」のベースとなる金融商品や現物商品のこと取引」のベースとなる金融商品や現物商品のこと

強制決済あり

前営業日の大引け時点での証拠金不
足に対して対応しなかった場合

預かり金＋値洗いが必要証拠金
の25％以下で強制決済。
75%、50%でアラーム通知

預かり金＋値洗いが必要証拠金
の25％以下で強制決済。
75%、50%でアラーム通知

リスク発生時

（現在）9時～11時
12時30分～17時30分

（5月7日～）9時～15時30分
17時～23時

24時間連続

東京時間の7時15分～8時00分
取引中断時間

24時間連続

東京時間の7時15分～8時00分
取引中断時間

取引時間

150,000円
月に一回変更の可能性

約定代金の 10％
リアルタイムに変動

約定代金の 10％
リアルタイムに変動

証拠金

（1単位）

（参考：商品先物）

東京工業品取引所

東京金

CFD
金スポット

CFD
NY金

なし
売り・・・LIBOR金利マイナス3%の受け取り
買い・・・LIBOR金利プラス3%の支払い

なし金利

450円（片道1枚税込）なしなし手数料

6限月なし中心限月限月

○○○「売り」から取引スタート



「金」のＣＦＤ取引を行う際、先物取引にはない、「スプレッド」、「金利」を考慮することが必要である。「金」のＣＦＤ取引を行う際、先物取引にはない、「スプレッド」、「金利」を考慮することが必要である。

金利について金利について

スプレッドについてスプレッドについて
当社（実際には当社（実際にはGFTGFT社）の提示するプライス（価格）で、売り買いを行います。社）の提示するプライス（価格）で、売り買いを行います。
提示されている売値（提示されている売値（BIDBID）と買値（）と買値（ASKASK）の差を、スプレッドと言います。）の差を、スプレッドと言います。

「金スポット」が該当銘柄。買いポジションを持っている場合は金利を払う。売りポジションを持っている場合は金利を受け取る。「金スポット」が該当銘柄。買いポジションを持っている場合は金利を払う。売りポジションを持っている場合は金利を受け取る。
その料率は、買い（払う）の場合はその料率は、買い（払う）の場合はLIBORLIBOR金利＋３％、売り（受け）の場合は金利＋３％、売り（受け）の場合はLIBORLIBOR金利－３％となる。金利－３％となる。

BID(BID(売値売値)) ASK(ASK(買値買値))

※※LIBORLIBOR金利・・・ロンドン銀行間出し手金利。金利・・・ロンドン銀行間出し手金利。 「「London InterLondon Inter--Bank Offered RateBank Offered Rate」の略」の略

「「 金金 ＣＦＤ取引ＣＦＤ取引 」について」について その２その２



「金のＣＦＤ取引」では、先物取引同様、お客様の資産を守る仕組みがあり、「金のＣＦＤ取引」では、先物取引同様、お客様の資産を守る仕組みがあり、
国の管轄の下取引が行われております。国の管轄の下取引が行われております。

「「 金金 ＣＦＤ取引ＣＦＤ取引 」について」について その３その３

申告分離課税申告分離課税

税率２０％税率２０％
（所得税１５％、住民税５％）（所得税１５％、住民税５％）

33年間の繰越控除が可能年間の繰越控除が可能

総合課税（雑所得扱い）総合課税（雑所得扱い）

年間２０万円以下は申告不要年間２０万円以下は申告不要

税率１０％～最大５０％他の雑所税率１０％～最大５０％他の雑所
得との相殺が可能得との相殺が可能

税制

経済産業省経済産業省

農林水産省農林水産省

経済産業省経済産業省

農林水産省農林水産省
管轄省庁

株式会社株式会社

日本商品清算機構日本商品清算機構

（ＪＣＣＨ）（ＪＣＣＨ）

日証金信託銀行日証金信託銀行

カバー先会社（ＧＦＴ社）カバー先会社（ＧＦＴ社）
分離保管

先物取引先物取引商品ＣＦＤ商品ＣＦＤ



ドットコモディティでは、「金ドットコモディティでは、「金 現物受渡し」において、現物受渡し」において、44つの保有手段をお選びいただくことができます。つの保有手段をお選びいただくことができます。

「「 金金 現物受渡し現物受渡し 」について」について その１その１



保有手段が多彩であることの他に、保有手段が多彩であることの他に、
「大手地金商より割安であること」、「現受け・差金決済を選ぶことができる」、というメリットがあげられます。「大手地金商より割安であること」、「現受け・差金決済を選ぶことができる」、というメリットがあげられます。

「「 金金 現物受渡し現物受渡し 」について」について その２その２

※※ 納会日は、偶数月の納会日は、偶数月の2525日前後となります日前後となります

【【大手地金商より割安である大手地金商より割安である】】 【【地金の購入をやめ、差金決済することもできる地金の購入をやめ、差金決済することもできる】】



「商品ＣＦＤ取引」を始める、「金「商品ＣＦＤ取引」を始める、「金 現物受渡し現物受渡し 」を行う、方法」を行う、方法

「金「金 現物受渡し現物受渡し 」を希望される皆様が行う、次のアクションは次の通りです。」を希望される皆様が行う、次のアクションは次の通りです。

※※購入取得日（納会日）は、偶数月乃購入取得日（納会日）は、偶数月乃2525日前後です。日前後です。



「商品ＣＦＤ取引」を始める、「金「商品ＣＦＤ取引」を始める、「金 現物受渡し現物受渡し 」を行う、方法」を行う、方法

「商品ＣＦＤ取引」を希望される皆様が行う、次のアクションは次の通りです。「商品ＣＦＤ取引」を希望される皆様が行う、次のアクションは次の通りです。

後ほど、当社より、ログイン情報や、後ほど、当社より、ログイン情報や、
取引に関する案内をメールでお送りいたします。取引に関する案内をメールでお送りいたします。

ドットコモディティドットコモディティ
ホームページホームページ

CFDCFDホームページホームページ

はじめて口座開設をされるお客様はじめて口座開設をされるお客様
『『Formula CFDFormula CFD』』 新規口座開設申込フォーム新規口座開設申込フォーム

先物口座をお持ちのお客様先物口座をお持ちのお客様
『『Formula CFDFormula CFD』』 お客様専用申込フォームお客様専用申込フォーム

審査後、口座開設完了となりましたら、審査後、口座開設完了となりましたら、
当社より、ログイン情報や、取引に関する案内を当社より、ログイン情報や、取引に関する案内を

メールでお送りいたします。メールでお送りいたします。



【【商品取引でじょうずに資産運用するには」商品取引でじょうずに資産運用するには」 // 「商品ＣＦＤについて」「商品ＣＦＤについて」

【商品取引でじょうずに資産運用するには】

商品取引は、証拠金に比べて約13倍（※）の金額の取引を行います。このため、利益や損失が証拠金に対して大きくなります。相場の変動により、大きな利益を生ずることがある一方、

証拠金を上回る大きな損失を生じることもあり得ます。商品取引では「損切り」と「取引量の絞込み」によるリスク管理が必要です。
・例 証拠金 総代金 レバレッジ

金 135,000円 2,299,000円 約17倍
金ミニ 18,000円 229,900円 約13倍

東京ガソリン 210,000円 2,418,000円 約12倍
（1枚あたり、期先限月の終値で試算）
※約13倍は、東京主要7商品(金、金ミニ、白金、ゴム、東京ガソリン、トウモロコシ、Non-GMO大豆） 2008年10月31日取引終了時におけるレバレッジの平均です。

■手数料：片道あたり消費税込み 1枚ごと ：最低100円・最高480円
● ドットコモディティホームページ
URL: http：//www.commodity.co.jp/ ＊口座開設はホームページからネット完結で行えます。 （最短2日で開設できます）
● ドットコモディティ株式会社
〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1－21－8セラ51ビル6階 Tel：0120-117-211 （平日8:00-18:00）

ドットコモディティ株式会社の企業情報は日本商品先物取引協会のホームページで閲覧することができます。

日本商品先物取引協会相談センター〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9番4号日商協ビルディング03-3664-6243
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【商品ＣＦＤ取引について】

商品CFD取引は、証拠金に比べて10倍程度の金額の取引を行います。このため、利益や損失が証拠金に対して大きくなります。相場の変動により、大きな利益を生ずることがある一方、
証拠金を上回る大きな損失を生じることもあり得ます。商品CFD取引においては、「損切り」および「取引量の絞込み」によるリスク管理が重要です。
■口座開設の基準
商品CFD取引は、ハイリスクハイリターンの側面のある取引であることから、最低限、以下の条件を満たしている方を口座開設における審査対象とします。（他にも当社独自の審査基準を設け、
お客様の保護に努めます） 20歳以上の方当社から開示する事前交付書面についてご理解の上、同意された方 インターネットのご利用環境が整っている方生活に支障のない範囲の資金で取引を行う方

■手数料：調整中
（※手数料は注文が成立した場合に発生し、成立時点で手数料相当額が拘束されます。）
■サービスの提供
商品CFD取引用のユーザーID、パスワードを発行します。当社が発行した時点で口座開設完了です。（口座開設には当社により審査があります）
お客様から証拠金の差入をいただき、商品CFD口座に入金が反映されましたら取引開始です。

■諸費用
●取引される商品によっては、新規取引を行い、オーバーナイトを行った場合、「金利調整額」（スワップポイント）が発生します。
（「売りポジション」ではお客様の受け取り、「買いポジション」ではお客様の支払いとなります。）
●お客様が当社に取引資金を送金される際、銀行等ATMおよび窓口をご利用の場合には送金料がかかります。

【ご注意】
●商品CFD取引サービスは本年4月からサービス開始予定であり、開始までに上記内容が変更となる場合もあります。実際に口座開設の開始時におきましては、当社HP等で、条件の確認を行ってください。
●商品CFDは多くの商品が対象となります。口座開設の開始時には、わかりやすい一覧表をご提供いたします。

●本取引サービスは、「クーリングオフ」の適用はありません。

ドットコモディティ株式会社
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1－21－8セラ51ビル6階


